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1-1　管内の概況

由利地域の概況

写真左上から：桑ノ木台湿原、中島台あがりこ大王、中島台散策路、法体の滝、
　　　　　　　元滝伏流水、松尾芭蕉像（蚶満寺）、九十九島

　
　由利建設部の管轄区域である由利地域は、秋田県の南西部に位置し、由利本荘市、
にかほ市の２市から構成されており、総面積は約１，４５０km2と県全体の１２．５％
を占めています。
　うち由利本荘市の面積は約１，２１０km2と、県内に占める面積の割合が市町村の中
で最大となっています。
　　　　　　　　【令和５年　全国都道府県市区町村別面積調　R5.1.1／国土交通省国土地理院】

　２市の総人口は約９．３万人で、県全体の１０％程度を占めています。
　　　　　　　　【秋田県の人口と世帯（月報）R5.6.1／県調査統計課】

　気候は、鳥海山麓、出羽丘陵、子吉川水系に沿って広がる本荘平野及び日本海沿岸部
からなる県内で最も温暖な地域ですが、海岸部と内陸部とでは気象条件が大きく異な
り、特に冬期は寒暖の差が著しく、積雪量にも大きな差があります。

　産業の構成は、「ＴＤＫ」を中心とした電子部品等の産業が集積しており、沿岸部の
工業地帯と内陸部の農業地帯に大別されます。

　観光地としての特色は、鳥海国定公園を中心とした自然体験型のエリアが数多く点在
し、「桑ノ木台湿原（由利本荘市）」「中島台・獅子ケ鼻湿原（にかほ市）」等のト
レッキングスポットや、日本の滝１００選の「法体の滝（由利本荘市）」を始め「元滝
伏流水（にかほ市）」「奈曽の白滝（にかほ市）」など特色のある滝も人気となってい
ます。
　また、古くから宮城県松島と並び称され、俳人松尾芭蕉が句を詠んだ最北の景勝地と
して有名な「九十九島（にかほ市）」など、歴史あるスポットのほか、にかほ市（旧由
利郡平澤町）が発祥地として知られている「ＴＤＫ」のあゆみやモノづくりの歴史等を
紹介する「ＴＤＫ歴史みらい館（ＴＤＫＭｕｓｅｕｍ）」（にかほ市）など、観光ス
ポットが数多くある魅力のあるエリアです。
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1-2 建設部の組織

業務体制

組織体系

職員の現員数

職員数の推移

　由利地域振興局建設部は、由利本荘市、にかほ市における道路や河川、港湾・海岸等の公共
土木施設の建設や改修、施設の修繕及び道路除排雪などの維持管理業務を行っています。
　河川や道路の改築系の事業を主に担当する「企画・建設課」、河川や道路、ダム等の維持管
理系の事業を主に担当する「保全・環境課」、公共用地の取得及び公共用財産の管理等を担当
する「用地課」、建築関係の許認可業務等を行う「建築課」（※秋田建設部の兼務）の４課５
班体制で業務を行っています。

建設部長 次長 企画・建設課長 企画監理班
部内調整／庶務／入札審査事務／技術管理／
建設副産物対策

河川・道路建設班
道路、河川、砂防、街路事業の調査、設計、
積算、監督／都市計画、下水道等市町村指導

保全・環境課長 道路保全班
道路事業の調査、設計、積算、監督／道路維
持管理／道路事業市町村指導

（兼）建築指導班／県
営住宅班／営繕班

本務/秋田地域振興局

建築基準法、建築士法、宅建業法に関するこ
と／あきた安全安心住まい推進事業／市街地
整備／県営住宅、市町村営住宅管理、指導に
関すること

河川保全班

河川、海岸、砂防、港湾、災害復旧事業の調
査、設計、積算、監督／河川維持管理／災害
復旧事業市町村指導／大内ダムの維持管理、
洪水調節

用地課長 用地・管理班
公共用地の取得、補償及び登記／公共用財
産、道路、河川、海岸、港湾の管理及び許認
可／屋外広告物／砂防等制限行為の許可

（兼）建築課長

本務/秋田地域振興局

定数内職員のみ

（再任用除く）

令和５年度

合計
再任用 再任用

部長 次長 課長 班長 副主幹 主査 主任 技師 課長 班長 副主幹 主査 主任 主事 職員 職員

建設部長 1 1

次長 1 1

課長 1 1

企画監理班 1 1 1 2 5

河川・道路建設班 1 2 4 1 8

課長 1 1

道路保全班 1 2 2 3 1 6 15

河川保全班 1 1 3 1 3 9

課長 1 1

用地・管理班 1 1 5 1 3 11

役職別小計 1 1 2 4 5 1 1 10 1 1 5 3 3 15 53

職種別小計 3 3 53

定数内外別小計 53

定数内職員 定数外職員

技術職員 事務職員

25 7 15

38 15

現業
職員

非常勤
職員

企
画
・
建
設
課

保
全
・
環
境
課

用
地
課
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1-3 事業費

令和５年度（2023）事業費と推移

令和４年度（2022）入札執行状況

R5災害復旧事業費11百万円は外数

※災害復旧事業費、道路管理費、道路除雪費、
　河川維持管理費、ダム管理費の等維持管理
　関係予算を除く当初予算

道路･都市計画

35%

河川砂防･海岸･

ダム 18%

道路･都市計画

26%

河川砂防･海岸･ダム

21%

補助事業, 

2,007

県単事業, 

1,770

H30 R1 R2 R3 R4 R5
2018 2019 2020 2021 2022 2023

単独事業 1,845 1,802 1,955 2,310 2,034 1,770
補助事業 1,414 2,220 2,246 1,611 1,520 2,007
事業費計 3,259 4,022 4,201 3,921 3,555 3,777

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

単独事業
補助事業
事業費計

【単位：百万円】

R05 補助 県単 合計 全体ｼｪｱ
道路 1,212 977 2,189 58.0%
都市計画 115 15 130 3.4%
河川砂防 403 718 1,120 29.7%
海岸 277 35 312 8.3%
ダム/港湾 0 26 26 0.7%
計 2,007 1,770 3,777 100%

【単位:百万円】

【単位：千円】

総合評価 件数 設計額 契約額 平均落札率

一般土木 16 1,192,081 1,169,608 98.11%

舗装 4 157,245 155,265 98.74%

電気 1 49,588 45,124 91.00%

さく井 1 66,682 65,450 98.15%

土コン 12 173,653 139,612 80.40%

令和4年4月～令和5年3月末までの発注

状況について、災害復旧工事や維持管

理業務等全て含む数字となっている。

また、参考として左表のうち総合評価

落札方式による発注状況は以下のとお

り。 【単位：千円】

区分 種別 件数 設計額 契約額 平均落札率

一般土木 69 2,704,680 2,637,619 97.52%

舗装 24 620,960 674,410 108.61%

その他 15 550,160 575,897 104.68%

計 108 3,875,800 3,887,926 100.31%

測量 18 87,494 81,279 92.90%

地質 11 60,962 54,549 89.48%

土コン 29 303,695 246,959 81.32%

補償 9 26,158 23,441 89.61%

道路除排雪 2 8,613 8,525 98.98%

その他 32 576,928 510,830 88.54%

計 101 1,063,850 925,583 87.00%

209 4,939,650 4,813,509 97.45%合計

工
事

委
託
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1-4 地域の建設業者

由利地域の建設業者数及び推移

地域の建設業団体

○（一社）由利建設業協会 由利本荘市古雪町２５番地 0184(24)3115

会長 村岡建設工業(株)　村岡　兼幸

団体数 35 社

○由利本荘市建設業協会 由利本荘市古雪町２５番地 0184(24)3115

会長 (株)大沼組　　大沼　武彦

団体数 49 社

○にかほ市建設業協会 にかほ市象潟町長岡字向エ21 0184(44)2311

会長 森建設工業(株)　森　純

団体数 15 社

※由利建設業協会と各市協会において会員の重複有

※R5年6月末現在

県格付業者数

鹿角 38

北秋田 65

合計 625

　令和５年度における、管内の県格付業者数は７６者で、県全体６２５者のうち約１２％を占
めており、８地域振興局管内での比較では、秋田管内の１７２者、仙北管内の１０６者に次い
で業者数が多い管内となっています。（いずれも一般土木）

仙北 106

平鹿 53

雄勝 56

山本 59

秋田 172

由利 76

管内別

【管内の建設業者数推移】【R5管内別一般土木格付数】

【建設業許可業者名簿（R5.3末現在）／建設政策課】

【入札参加資格者名簿（R5.6）／建設政策課】

R3 R4 R5

128 122 120

 由利本荘市 100 98 96

 にかほ市 28 24 24

82 82 76

 由利本荘市 64 65 61

 にかほ市 18 17 15

22 22 23

 由利本荘市 16 16 17

 にかほ市 6 6 6

29 29 30

 由利本荘市 26 26 27

 にかほ市 3 3 3

31 31 23

 由利本荘市 22 23 17

 にかほ市 9 8 6

会計年度
由利管内　建設業者数状況

A
級

B
級

C
級

建
設
業
許
可
業
者
（
土
木
一
式
）

県
格
付
業
者
（
一
般
土
木
）
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1-5 「新秋田元気創造プラン」について

プラン策定の趣旨

プラン推進期間

プランの構成

　プランの推進期間は、令和４年度から令和７年度までの４年間とします。

　「概ね１０年後の姿」の実現に向けて、４年間で “四つの元気” を創造します。

　県では、令和４年度からの４年間の県政運営指針として、時代の潮流やこれまでの成果と課題を踏ま
えつつ、新たな視点を加えながら、本県の更なる発展に向けて実施すべき重点的な施策を取りまとめた
「新秋田元気創造プラン」を策定しました。

施策の推進に当たって【第７章】
多様な主体との

役割分担と協働

政策評価制度

による進行管理
行政改革の推進県民の意見の反映

防災減災・交通基盤

生活環境

自然環境

新型コロナウイルス

感染症への対応

【第６章】

検査・医療提供
体制等の確保

県内経済の
下支え

選択・集中プロジェクト【第３章】

強靱化

（レジリエンス）

多様性

（ダイバーシティ）

持続可能性

（サステナビリティ）

存在感

（プレゼンス）

秋田の目指す将来の姿【第２章】

最重要課題

人口減少問題の克服

時代の潮流と本県の現状【第１章】

【プロジェクト３】

デジタル化の推進

【プロジェクト１】

賃金水準の向上
【プロジェクト２】

カーボンニュートラル

への挑戦

重点戦略

【第４章】
時代の潮流や社会経済

情勢の変化に対応する

ために重点的に取り組

むべき政策

戦略２ 農林水産戦略

戦略５ 健康・医療・福祉戦略 戦略６ 教育・人づくり戦略

戦略１ 産業・雇用戦略

戦略３ 観光・交流戦略

基本政策

【第５章】
時代の潮流や社会経済

情勢の変化を踏まえつ

つ、着実かつ継続的に

取り組むべき政策

戦略４ 未来創造・地域社会戦略

重点戦略に基づく取組のうち、特

に注力すべきものとして行政資源
を効果的・効率的に投入するもの
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1-5 新秋田元気創造プラン

由利建設部の取組

　由利建設部では、時代の潮流や本県の現状と課題を踏まえ、新たに策定した「～大変革の時代～新秋
田元気創造プラン」に基づき、効果的かつ効率的に取組を展開していきます。

政策
分類

戦略名 目指す姿 施策の方向性 取 組

産業・雇用
戦略

歴史と風土に培われた地域産
業の活性化

建設産業の振興
建設産業で働く魅力の発信によるイメージアップの推進
（中･高校生向けの現場見学会等の開催／
　（一社）由利建設業協会との連携）

交流の拡大や経済の活性化、グリーン物流等を支える高速
道路網の整備
（【国】遊佐象潟道路の整備促進）

高速道路を補完して広域交流を支える幹線道路網の整備
（R107/大簗工区、R108/小川BP）

災害に対応できる道路、鉄道等
の交通基盤の整備

雪崩や吹雪、落石等への対策の推進
（雪崩予防柵の設置）

大規模地震に備えた耐震化の推
進

橋梁の耐震化の推進
（R108伏見橋、R108六郎沢橋、R107新田向橋）

洪水が頻繁している河川の整備等の推進
（芋川、鮎川、石沢川、県単河川改良事業、県単河川
  等環境維持修繕事業）

住民の避難行動を促すための河川情報提供体制の強化

国直轄ダムの整備の促進
（【国】鳥海ダムの整備促進）

県管理ダムの適切な維持・運用
（大内ダム）

総合的な土砂対策・火山噴火減災対策の推進
（滝ノ沢２ほか３渓流、浅田沢１・２、東鮎川沢２・３
　（火山砂防））

海岸における津波対策・侵食対策の推進
（本荘海岸）

インフラ施設の長寿命化の
推進

道路、河川、港湾、公園等の施設の計画的な修繕・更新等
の実施
（道路メンテナンス事業、本荘港等）

【再掲】交流の拡大や経済の活性化、グリーン物流等を支
える高速道路網の整備
（【国】遊佐象潟道路の整備促進）

【再掲】高速道路を補完して広域交流を支える幹線道路網
の整備
（R107/大簗工区、R108/小川BP）

物流・交流拠点へのアクセス道路の整備
（R107/本荘道路）

歩道、防雪柵等の交通安全施設の整備
（R108薬師堂Ⅱ）

道路除排雪の実施と消融雪施設の整備・管理

都市内交通の円滑化に向けた街路等の整備
（停車場栄町線）

基
本
政
策

重
点
戦
略

高速道路等の整備
観光・交流
戦略

防災減災・
交通基盤

強靭な県土の実現と防災力の
強化

生活環境

交流を支える交通基盤の
強化

高速道路等の整備

県民の生命と財産を守る安全な
地域づくり

安全・安心を支える生活道路の
整備

安らげる生活基盤の創出

国内外との交流と住民の暮ら
しを支える交通ネットワーク
の構築

頻発化・激甚化する水災害に備
えた流域治水対策の推進
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2 道路事業概要

道路事業の概要

　由利管内の高規格幹線道路「日本海沿岸東北自動車道（日沿道）」では整備が進められてお
り、現在、象潟ＩＣから山形県遊佐ＩＣ間が事業中となっています。
　また国道については、由利本荘市街地から５方向に４本の国道（７号／１０５号／１０７号
／１０８号）が放射状に延び、地域経済や産業活動の活発化及び地域間のネットワークとして
重要な役割を担っており、７号を除く県管理の国道については、更なる交通ネットワークの充
実に向け、道路改築工事や計画調査を順次進めております。
　国道を補完する県道については、地域に密着した生活道路としての役割とともに、環鳥海
ネットワークとして、鳥海山を中心とした周遊型観光の推進においても重要な役割を担ってお
り、平野部と高原部を結ぶ路線の整備等を推進しています。
　また道路の安全性及び信頼性を維持するため、橋梁等の既存構造物の点検や補修工事等のほ
か、冬期間における利便性の向上、道路危険箇所対策工事、定期的な道路パトロールによる、
異常箇所の早期発見に努めています。
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2 道路事業概要

高速道路事業（国事業）

　詳細は「14 高速道路」参照

主な道路改築事業箇所

【本荘道路】

※拡幅前幅員は代表例 拡幅前

拡幅後

　国道１０７号本荘道路は、由利本荘市街地の慢性化した渋滞の緩和、本荘ＩＣとの接続による高速交
通体系へのアクセス強化、区間内にある御門跨線橋の老朽化対策等を目的に平成１１年（１９９９年）
から事業に着手しました。
　平成２８年(２０１６年）１１月に第１期区間約１．０ｋｍ、令和３年（２０２１年）１２月に第２期
区間約０．５ｋｍが完成し、約１．５ｋｍについて４車線供用を図っています。
　現在は、第３期区間約０．５ｋｍの調査設計、用地買収、工事等に着手しており、全体計画区間の４
車線供用を目指して、事業の進捗を図っていきます。

開始 完成
日本海沿岸

東北自動車道
遊佐鳥海IC
～象潟IC

遊佐象潟道路 2013
2026
予定

1-3 17.9km 7.0m (13.5m)

路線名 箇所 工区名
道路
種級

延長
事業期間

常時・非常時の信頼性向上と安定的な物流ルートの構築　等

幅員 備考

渋滞状況（H10） 第Ⅰ期区間（H28.11撮影） 第Ⅱ期区間（R4.4撮影）

開始 完成

国道107号 由利本荘市 本荘道路 H11 R8 4-1 2,000m 13.0m (25.0m)
市街地における渋滞緩和に向けた
道路拡幅

国道107号 由利本荘市 大簗 H30 R10 3-2 2,350m 6.5m (9.5m) 線形改良及びバイパス

国道108号 由利本荘市 小川 H29 R6 3-2 940m 6.5m (9.5m) 道路狭隘部の拡幅及びバイパス

（主）鳥海矢島線 由利本荘市 中直根 Ｈ３１ R10 3-4 1,800m 5.5m (8.0m)
道路狭隘部、線形不良部の拡幅及
びバイパス

※完成年は現時点での予定年度

路線名 箇所 工区名
道路
種級

延長 幅員 備考
事業期間
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2 道路事業概要

主な道路改築事業箇所

【大　簗】

　国道１０７号大簗工区（由利本荘市大簗）は、同路線における由利管内唯一の未整備区間であり、豪
雪地域に必要な１次堆雪幅の確保、急カーブの解消を目的とした現道拡幅及びパイパス計画として、平
成３０年から事業に着手しました。

R4.7月時点 A2橋台 完成状況

航空図

事業全体図

管内図に平面計の写真至 由利本荘市内

道の駅 東由利

至 横手市

石沢小学校

大簗地内

L=2.35km

W=6.5(9.5)
整備済区間

(第3種第2級)

整備済区間

(第3種第2級)

大簗地内

L=2.35km

W=6.5(9.5)

①曲線区間(起点側)
③大簗橋(終点側)

②
③

②大簗橋(起点側)

①

至 由利本荘市内

至 横手市

大簗地内 L=2.35km W=6.5(9.5)

整備済区間

(第3種第2級)

R3～ 施工箇所 L=500m

←（写）
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2 道路事業概要

橋梁の長寿命化・補修、補強

　由利建設部が管理する橋梁 　由利建設部が管理する橋梁の架設年次

主な橋梁補修・補強事業箇所

　令和２年度に一部見直しされた橋梁長寿命化修繕計画（以下「長寿命化計画」という）の対象となる
橋長２m以上の橋梁(以下「橋梁」という。）は、国道１２２橋、県道１７０橋の合計２９２橋ありま
す。
　橋梁の老朽化対策については、長寿命化計画を基に点検計画を策定し、定期点検や道路パトロール等
の結果も考慮した上で、橋梁補修工事を行い、効果的で効率的な維持修繕に努めています。
　また、緊急輸送道路上の耐震対策及び幹線道路の車両大型化対策（２５ｔ対応）の補強工事も順次進
めています。

1950年以

前, 6, 2%
1960年代, 

42, 14%

1970年代, 
72, 25%

1980年代, 
32, 11%

1990年代,
22, 7%

2000年代,
25, 9%

2010年代, 
5, 2%

不明, 87, 
30%

1970年代に架設された橋梁が

72橋と最も多く全体の約25%を

占めてます。

架設から50年以上が経過して

いる橋梁は97橋（1972年以前）

となっています。

秋田県橋梁長寿命化修繕計画

秋田県では、平成１９年度から平成２１年度にかけ、橋長１５m以上の県管理橋（１，１０６

橋）を対象に長寿命化修繕計画を策定し、予防保全型の管理へ転換することで、長期的な維持管

理コストの縮減を目指し老朽化対策を進めてきました。

従来の計画が平成３０年度までの計画であり、また平成２６年度の道路法改正により、橋長２

ｍ以上の橋梁について５年に一度の点検が義務づけられたことから、県では平成２９年度及び令

和２年度に計画を見直しました。

見直しにより、橋長２ｍ以上の対象橋梁数が２，３０４橋となり、これまでの予防保全型の維

持管理に加え、架け替えを含む事後保全型の維持管理も実施することになりました。

L≧15m L<15m

国道 122 63 59

県道 170 68 102

主要地方道 110 41 69

一般県道 60 27 33

合計 292 131 161

※15m以上未満の区分は従来計画上の参考値

道路種別 橋梁数

開始 完成 和暦 西暦

国道108号 由利本荘市 伏見橋 H30 R5 S60 1985 55.0 補修･補強

国道107号 由利本荘市 新田向橋 R5 R5 H4 1992 77.0 補強

国道105号 由利本荘市 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ11 R5 R5 不明 不明 16.7 補修

国道105号 由利本荘市 芋川大橋 R5 R6 H14 2002 160.5 補修

楢渕横渡線 由利本荘市 一の又橋 R4 R5 S57 1982 16.8 更新

※完成年は現時点での予定年度

橋長
対策
種別

事業期間 架設年次
路線名 箇所 橋梁名

10



2 道路事業概要

災害防除事業

【R5実施箇所】

舗装補修事業

【R5実施箇所】

雪寒事業

【R5実施箇所】

側溝整備事業

　車両のより良い走行性を保つため、計画的に舗装補修工事を行います。

　道路排水能力の向上や、排水構造物の老朽化に伴う更新を行います。

　道路危険箇所（法面やトンネル等の既存施設）について、道路利用者に対しての道路災害を
未然に防ぐため、法面の保護や落石対策、トンネル・シェッドの施設修繕など、道路防災対策
工事を行います。

　地吹雪による視界不良を改善するために防雪柵設置工事を計画的に行います。

災害防除主要事業

開始 完成

(主)秋田雄和本荘線 由利本荘市 田代峠トンネル R4 R5 照明灯更新

国道107号 由利本荘市 絆の茂里トンネル R4 R5 照明灯更新

事業期間

※完成年は現時点での予定年度

路線名 箇所 箇所名 備考

田代峠トンネ

ル

地吹雪状況

開始 完成

国道105号ほか 由利本荘市 小栗山ほか R4 R9 舗装補修

事業期間

※完成年は現時点での予定年度

備考路線名 箇所 箇所名

開始 完成

国道108号 由利本荘市 川西奉行免 H29 R6 防雪柵設置

事業期間
路線名 箇所 箇所名 備考

※完成年は現時点での予定年度

田代峠トンネル

照明灯

防雪柵

設置状況
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2 道路事業概要

道路の維持管理について

【路線別管理延長】

【道路維持管理業務委託】

【道路監理補助員による道路パトロール】

　道路監理補助員が、週４日（月～木）定期パトロールを行っています。

　由利建設部では、国道５路線、県道２７路線の計３２路線、延長約４７０ｋｍの道路を管理
しています。
　利用者が安全安心に道路を通行できるよう、年度毎に「道路維持管理計画」を定め、定期的
な道路パトロールや、道路の損傷や落下物等の不具合について対応しています。
　また、災害時においては緊急パトロールを実施し、危険と判断した区間については適切に通
行規制をしています。

　管内を４つのブロックに分割し、地域の建設会社からなる共同企業体（ＪＶ）へ道路管理業
務を委託しています。
　管理業務の内容は、週１回の定期的なパトロール及び災害時等の緊急パトロールに加え、路
面や道路附属施設等の軽微な損傷の補修や清掃、路面落下物の処理、災害時の通行規制対応な
ど多岐にわたります。

路線種別
管理延長
（km）

国道105号 36.819

国道107号 30.769

国道108号 50.804

国道341号 15.362

国道398号 4.611

国道 計 5路線 138.365

主要地方道　計 13路線 215.039

一般県道　計 14路線 114.302

合計 32路線 467.706

【R5道路維持管理計画/由利建設部】

【道路現況調書R4.3.31/道路課】

国道 主要 一般 計

道路種別延長（km)
名称 主な担当地区

155.4

中央部ブロック 本荘、由利、西目の一部 40.5 30.0 24.9 95.4

北東部ブロック 岩城、大内、東由利、本荘の一部 63.4 79.3 12.7

106.9

南部内陸ブロック 矢島、鳥海、由利の一部 34.4 69.4 6.2 110.0

南部沿岸ブロック 仁賀保、金浦、象潟、西目の一部 0.0 36.2 70.7

467.7合計 138.3 214.9 114.5
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2 道路事業概要

道路除排雪業務

【委託業務実施状況】

【除雪効率化モデル事業実施状況】

　冬期間における道路走行の安全性・走行性を保つため、道路の除排雪を行っています。
　除排雪業務は、管内を５ブロックに分けて地域の建設業者へ委託していますが、一部の路線に
ついては、路線の連続性等による効率化を考慮し、由利本荘市及びにかほ市に作業を委託すると
ともに、県と市の管理道路を相互に交換して除雪する「除雪効率化モデル事業」を実施すること
で、更なる作業性・効率化の向上を図っています。
　また、雪解けが遅い山間部については別途春山除雪を行い、冬期閉鎖区間の早期開通に努めて
います。

除排雪業務ブロック割図（R5)

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

Eブロック

ブロック 区  域 除排雪延長

A 旧）岩城町・本荘市・大内町
車道除雪　67.9km
歩道除雪　25.8km

B 旧）本荘市・由利町・西目町
車道除雪　47.0km
歩道除雪　36.2km

C 旧）本荘市・大内町・東由利町
車道除雪　80.6km
歩道除雪　25.4km

D 旧）矢島町・鳥海町
車道除雪　79.2km
歩道除雪　20.9km

E にかほ市・旧）西目町
車道除雪　72.7km
歩道除雪　11.3km

由利本荘市
委託

（主）仁賀保矢島館合線ほか
車道除雪　37.4km
歩道除雪　 7.9km

にかほ市
委託

（一）冬師西目線ほか
車道除雪　 7.0km
歩道除雪   8.0km

春山 （主）象潟矢島線 春山除雪　7.5km

春山 （一）鳥海公園小滝線 春山除雪　15.1km

路線数
延長
(km)

路線数
延長
(km)

車道 12 14.3 8 13.8

歩道 4 1.7 3 1.4

計 16 16.0 11 15.2

車道 2 2.0 3 2.1

歩道 - - - -

計 2 2.0 3 2.1

18 18 14 17.3

市管理道路
（県で実施）

県管理道路
（市で実施）

合計

市名
道路
区分

由
利
本
荘
市

に
か
ほ
市

由利本荘市：羽後本荘停車場線、R341ほか

にかほ市：象潟停車場線、小出金浦線
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3 河川事業概要

河川事業の概要

河川整備状況

河川の総合的な管理

　由利管内を流れる河川は、一級河川子吉川水系の４５河川と二級河川白雪川、衣川、奈曽川
等水系の１６河川で合計６１河川となっています。このうち由利建設部では、国土交通省が管
理する子吉川水系の直轄区間３６．２ｋｍと隣接する地域振興局が管理する区間２９．４ｋｍ
を除いた４６１．３ｋｍを管理しています。
　当管内の河川は、その地域的特性から比較的流路延長が短く、かつ、急峻な河川が多く、過
去においても洪水による大きな被害が多発していることから、住民の生命と財産を洪水から守
るとともに、安全で豊かな生活環境を確保するため、河川のもつ多様な自然環境に配慮した改
修を推進しています。
　また、河川法に基づき、安全・安心な河川空間を保持するため、「災害発生の防止」「河川
の適正な利用」「流水の正常な機能の維持」「河川環境の整備と保全」といった観点で、総合
的に河川を管理しています。

【R5.3月末現在河川整備率/河川砂防課】

流路延長 要整備延長 整備済延長 整備率
（Ｋｍ） （Ｋｍ） （Ｋｍ） （％）

一級河川 342.81 226.10 76.06 33.6%
由利管内 二級河川 118.46 103.65 17.03 16.4%

　　計 461.27 329.75 93.09 28.2%
一級河川 2,424.00 1,670.40 844.60 50.6%

県全体 二級河川 451.30 380.80 110.80 29.1%
　　計 2,875.30 2,051.20 955.40 46.6%

河川種別

○河川工事、河川の維持修繕

○工作物の設置、土地の掘削等の行為規制

○上水道、かんがい、発電等のための流水の占用

○河川区域内の土地の占用

○河川区域内の土石等の採取

○舟やいかだの運航

○廃水の希釈浄化

○海水遡上による塩害の防止

○取水等のための水位の保持

○水生動植物の生存繁殖

○良好な水質の確保

○動植物の生息生育環境の保全

○河川景観の保全

○潤いのある水辺空間の創出

河川環境の整備と保全

総
合
的
管
理

災害発生の防止

河川の適正な利用

流水の正常な機能の維持 ○河口の埋塞防止

【秋田県建設部業務概要／第8章第9節】
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3 河川事業概要

主な河川改修事業箇所

【芋川】

（計画断面図）

　芋川は、保呂羽山北麓を水源とし、激しく蛇行を繰返しながら出羽丘陵を東から西に流れ、
小関川等を併合し子吉川下流部右岸に合流する、流域面積約２３４km2、幹川流路延長約４４km
の子吉川水系１級河川です。
　大規模で広域的な浸水被害が恒常的に発生する河川で、平成１０年８月の豪雨では、由利本
荘市川口地区及び岩谷地区等で数百軒の床上・床下浸水被害が発生したほか、国道１０５号で
道路冠水による通行止めが生じるなど避難活動等にも大きな支障が生じたことから、下流部の
延長約１０ｋｍにおいて、災害復旧事業等により、総事業費約３０６億円を投じた大規模な河
川改修を行いました。（芋川の川づくり／H15.3秋田県）
　その後も度々洪水被害が生じ、直近では平成２９年７月の梅雨前線豪雨でも徳沢、松本地区
において、数十軒の床上・床下浸水や道路冠水等による浸水被害が生じています。
 このような水害を防ぎ、地域住民等の生命や財産を守るため、引き続き堤防整備等などの河川
改修を推進しています。

１：２．０ １：２．０

4.0 4.0

3
.0

▼ L.W.L

2
.5

１：２．０ １：２．０

8.0

Ｗ＝８８．０ｍ

8.0

1
.0

▼ Ｈ．Ｗ．Ｌ左岸堤防 右岸堤防

（国道105号側）

開始 完成

一級河川　芋川 由利本荘市 徳沢 H1 R13 16.55Km 築堤、河道掘削、調査設計等

※完成年は現時点での予定年度、工区名は現施工中の工区名

備考
事業期間

河川名 箇所 工区名 延長

☆芋川洪水履歴

床下浸水（戸） 床上浸水（戸） 農地冠水（ha）

昭和46年 7/13 梅雨前線 53 6 668.0

昭和47年 7/8 梅雨前線 17 6 443.1

昭和54年 8/4 梅雨前線 165 0 418.8

昭和59年 9/1～2 台風 74 38 1,232.6

平成7年 8/24～27 台風 11 0 273.7

平成8年 8/4 梅雨前線 14 1 30.0

平成9年 9/1～3 台風 218 237 228.0

平成10年 8/6～8 梅雨前線 400 122 573.0

平成14年 7/13～16 梅雨前線 0 0 127.6

平成18年 8/29 集中豪雨 9 0 4.0

平成19年 9/17 豪雨 0 0 134.0

平成21年 7/5 豪雨 0 0 44.3

平成23年 6/23 梅雨前線 7 5 204.7

平成29年 7/22 梅雨前線 34 15 335.0

被害状況
発生年度 発生時期 気象
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3 河川事業概要

主な河川改修事業箇所

【鮎川】

【石沢川】

　H23.6豪雨時の冠水状況写真（鮎川／東鮎川地区）

河川の維持管理

【Ｒ３　芋　川】

　平成２３年６月の豪雨による東鮎川地区の浸水被害を契機に事業化されました。
　下流部の約２．８ｋｍ区間については、平成２７年度に河川改修を完成しましたが、引き続
き上流部の約１．５ｋｍ区間について、河道掘削及び護岸の設置等の改修を進めています。

　鮎川と同じく平成２３年６月豪雨による浸水被害を契機に事業化されました。
　蔵地区約０．９４ｋｍ区間、老方地区約０．９６ｋｍ区間の計１．９ｋｍについて、河道掘
削及び護岸築堤、排水樋管の設置等の整備を進めています。

　洪水被害の軽減と良好な河川環境の維持を図るため、州ざらい（河床に溜まった土砂の排
土）や堤外地に生い茂る立木の伐木、草刈りを行っています。

← 子吉川

河川

国道108号

由利高原鉄道

浸水箇所

開始 完成

一級河川　鮎川 由利本荘市 東鮎川 H23 R7 4.468km 河道掘削、護岸工事等

一級河川　石沢川 由利本荘市 蔵・老方 H27 R8 1.9km 河道掘削、護岸築堤等

※完成年は現時点での予定年度

備考
事業期間

河川名 箇所 工区名 延長
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4 砂防関係事業概要

砂防関係事業の概要

土砂災害の種類と主要事業箇所

○通常砂防事業（滝ノ沢2ほか3渓流）

　豪雨などによって引き起こされる土砂災害を防ぐため、土砂災害危険箇所への対策施設の整
備を進めるとともに、土砂災害防止法に基づき、地形や地質、土地利用状況等の基礎調査を実
施した上で、土砂災害警戒区域を指定し、避難体制の整備等を行い住民へ周知するなど、ソフ
ト事業による対策も推進しています。
　また、活火山である鳥海山については、鳥海山火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づき、減
災対策を目的としたソフト事業等を実施しています。

滝ノ沢5 砂防えん堤 R5.3月時点 滝ノ沢2 砂防えん堤 R5.3月時点

通常砂防 土石流 由利本荘市赤田、牛寺 滝ノ沢2ほか3渓流

通常砂防 土石流 由利本荘市岩城道川 浅田沢１・浅田沢2

火山砂防 土石流 由利本荘市東鮎川 東鮎川沢２・東鮎川沢３・孫七山沢

県単砂防(急傾斜) がけ崩れ 由利本荘市、にかほ市 伏見地区、清水場地区ほか

事業名 災害種別 箇所 工区名
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○県単砂防事業（急傾斜）（水上２号地区）

○県単砂防事業（急傾斜）（久保地区）

○県単砂防事業（急傾斜）（南金浦地区）

土砂災害危険箇所整備状況

　由利地域は地すべり危険箇所が特に多く、県全体の約３割の危険箇所が存在しています。

　ﾗﾝｸⅠ：保全人家戸数5戸以上　ﾗﾝｸⅡ：保全人家戸数1～4戸　ﾗﾝｸⅢ：保全人家戸数0戸 　令和５年３月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
農地
林地

土木 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

本荘市 44 113 34 191 5 3 3 6.8% 13 8 21 1 1 1 12.5% 42 68 39 149 15 11 11 26.2% 361
矢島町 20 9 29 4 4 3 15.0% 19 9 28 6 6 6 66.7% 28 13 3 44 10 10 10 35.7% 101
岩城町 39 46 85 5 3 2 5.1% 4 6 10 2 2 2 33.3% 23 20 43 9 3 2 8.7% 138
由利町 23 25 48 4 3 3 13.0% 11 10 21 19 7 26 8 8 7 36.8% 95
西目町 12 4 16 1 1 1 1 11 4 15 5 5 5 45.5% 32
鳥海町 60 139 199 9 9 9 15.0% 22 13 35 2 2 2 15.4% 36 86 11 133 4 5 4 11.1% 367
東由利町 42 79 121 4 2 2 4.8% 28 12 40 5 4 1 8.3% 18 55 73 4 2 2 11.1% 234
大内町 47 139 186 8 6 6 12.8% 8 8 16 1 22 57 79 10 6 6 27.3% 281
仁賀保町 18 2 1 21 4 4 4 22.2% 4 3 7 13 4 17 7 7 7 53.8% 45
金浦町 1 1 14 5 2 21 5 6 5 35.7% 22
象潟町 6 4 1 11 13 7 1 21 4 4 4 30.8% 32

由利管内計 311 561 36 908 44 35 32 10.3% 109 70 179 17 15 12 17.1% 239 326 56 621 81 67 63 26.4% 1,708

秋田県合計数 1,692 2,057 438 4,187 360 308 295 17.4% 310 262 572 84 80 67 25.6% 1,318 1,732 186 3,236 548 486 471 35.7% 7,995

指定
箇所数

着手
箇所数

土石流危険渓流 地すべり危険個所 急傾斜崩壊危険箇所

ランク 所管 ランク 概成
箇所数

概成率

にかほ
市

由利
本荘
市

市名

旧
市
町
村
名

総 計

小計
Ⅰ指定
箇所数

Ⅰ着手
箇所数

Ⅰ概成
箇所数

概成率 小計
指定

箇所数
着手

箇所数
概成

箇所数 概成率 小計

令和２年度 工事施工前 令和２年度 工事完成後

（落石防護柵・吊り柵工）

令和２年度 工事施工前

令和２年度 工事完成後（落石予防網工）令和元年度 工事施工前

令和２年度 工事完成後（吊り柵工）

18



4 砂防関係事業概要

土砂災害防止法

【土砂災害警戒区域等】

【警戒区域指定箇所数】

【基礎調査（R5)】

火山防災・雪崩防災

【火山防災対策】 【雪崩対策】

　　　　ﾗﾝｸⅠ：保全人家戸数5戸以上
　　　　ﾗﾝｸⅡ：保全人家戸数1～4戸
　　　　ﾗﾝｸⅢ：保全人家戸数0戸

　土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域について警戒区域に指定
し、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソ
フト対策を推進する法律であり、平成１１年６月に広島県で発生した大規模土砂災害を契機に
整備され、平成１３年４月から施行されています。
(正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)

　地形や地質、土地利用状況を調査する基礎調査結果を基に、区域内の危険度に応じ「土砂災
害警戒区域（イエロー）」「土砂災害特別警戒区域（レッド）」の指定を行います。
　警戒区域については警戒避難体制等の整備がされ、特別警戒区域については、土砂災害を助
長しないよう、更に開発行為等の制限がされます。

※R1年度で全箇所の1巡目調査が終了。
　R3年度で2巡目調査が終了。
　R4年度以降、3巡目調査を実施していきます。

　火山噴火に伴う土石流等をいち早く感知
するため、雨量計や監視カメラを設置する
とともに、火山防災マップも作成し公表し
ています。
　また、「鳥海山火山噴火緊急減災対策砂
防計画」に基づき、既存観測局の再構築を
実施しています。

　雪崩発生の危険性が高い１月から３月に
かけ、雪崩危険箇所の合同パトロールの実
施や地域住民等に雪崩広報チラシを配布
し、雪崩防災意識の向上に努めています。

土砂災害警戒区域の指定（都道府県）

（土砂災害のおそれがある区域）

●情報伝達、警戒避難体制等の整備（市町村）

土砂災害特別警戒区域の指定（都道府県）

●特定開発行為に対する許可制

対象：住宅地分譲、災害時要援護者関連施設のための開発行為

●建築物の構造規制

●建築物の移転等勧告

（建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい
危害が生じるおそれがある区域）

土石流危険箇所の区域例

ランクⅠ ランクⅡ ランクⅢ 合計

289 294 44 627

37 12 8 57

326 306 52 684

雪崩危険箇所数

由利本荘市

にかほ市

合計

R5.4.1現在

指定状況

土砂災害警戒区域

上記のうち特別警戒区域

土砂災害警戒区域

上記のうち特別警戒区域

土砂災害警戒区域

上記のうち特別警戒区域

21 0 52 73

884 169 598 1651

自然現象の種類

土石流 地すべり 急傾斜の崩壊

852 160 542 1554

603 0 520 1123

市別 警戒区域別 合計

由利本荘市

にかほ市

由利管内計
624 0 572 1196

32 9 56 97

土砂災害防止法
基礎調査

土石流・
地滑り・

急傾斜の崩壊

由利本荘市・
にかほ市

管内 基盤図作成

事業名 災害種別 箇所 工区名 備考
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5 海岸事業概要

海岸事業概要

【本荘海岸】

R4年度　親川地区　着手前 R4年度　親川地区　完成

　秋田県内の海岸線延長は全体で約２６４kmあ
り、うち由利管内の海岸線延長は約６５．８kmと
県全体の約２５％を占めています。
　管内の海岸線延長のうち、建設部が管理する海
岸延長は漁港海岸を除く約４４．９kmです。
　秋田県では、地球温暖化による海面上昇や、台
風の大型化、海岸保全施設の急速な老朽化等の課
題に対応するため、平成２６年の海岸法の一部改
正を受け、平成２８年２月に「秋田県海岸保全基
本計画（Ｈ１５策定）」を改訂しました。
　現在、由利管内では本荘海岸で海岸防災対策事
業（侵食対策）として深沢・親川地区で離岸堤の
設置工事を進めています。

【海岸統計2020/河川砂防課】（沿岸別市町村別海岸概況調）

　本荘海岸の深沢地区・親川地区において、海岸侵食対策として離岸堤整備を進めています。

市名 海岸名 海岸線延長 管理延長

岩城海岸 9,528 9,528

道川漁港海岸 400 -

本荘海岸 12,425 12,425

松ヶ崎漁港海岸 790 -

本荘海岸 733 733

本荘港海岸 3,024 3,024

西目海岸 6,650 6,650

西目漁港海岸 770 -

小計 34,320 32,360

平沢漁港海岸 6,550 -

仁賀保海岸 1,947 1,947

金浦海岸 947 947

金浦漁港海岸 3,590 -

金浦海岸 1,560 1,560

象潟漁港海岸 5,600 -

象潟海岸 8,064 8,064

小砂川漁港海岸 3,210 -

小計 31,468 12,518

65,788 44,878

由
利
本
荘
市

に
か
ほ
市

管内合計

単位:ｋｍ

開始 完成

本荘海岸
深沢地区
親川地区

由利本荘市 侵食対策 H29 R7 離岸堤設置

備考
事業期間

海岸名 地区名 市名  事業区分
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6 管内ダムの概要

大内ダムの概要

【諸元】

鳥海ダムの概要（国事業）

【諸元】

　【鳥海ダムHP／国土交通省東北地方整備局鳥海ダム工事事務所】

　子吉川水系畑川の由利本荘市小栗山地先において、平成３年度（１９９１年）に重力式コンクリート
ダムとして建設採択され、平成１７年度（２００５年）に本体打設を開始するなど、総事業費約５６億
円により平成２０年（２００８年）３月に竣工し、管理を開始しています。
　本ダムは、洪水調節や流水の正常な機能の維持、水道用水の供給を目的としています。

 ダムカードは、ダムサイト
に訪れた方1人につき1枚を配
布しています。訪れた証明と
して本人とダムが一緒に写っ
ている写真を確認できれば、
由利地域振興局建設部（平日
のみ）で配布しています。
　またH30.11より、道の駅お
おうちにおいて、大内ダムカ
レーが提供されることになり
ました。

　鳥海ダムは、子吉川上流の由利本荘市鳥海町に建設中
の、洪水調節、水道用水の確保、流水の正常な機能の維
持、発電を目的とした多目的ダムです。
　秋田県が昭和４５年（１９７１年）から予備調査を始
め、昭和６３年（１９９８年）から国の事業として建設
省東北地方建設局秋田工事事務所（現国土交通省東北地
方整備局秋田河川国道事務所）が調査を引き継ぎまし
た。
　その後、平成５年（１９９３年）に鳥海ダム調査事務
所を開所（平成２７年（２０１５年）に鳥海ダム工事事
務所に移行）し、平成２６年には新規事業採択評価を受
け現在事業が進められております。

○ 目的 ＦＮＷ

○ ダム形式 重力式コンクリートダム

○ 集水面積 3.37km2（秋田県内で最小の流域面積のダム）

○ ダム高 27.5m

○ 堤頂長 106.0m

○ 堤体積 21.8千m3

○ 総貯水容量 724,000m3

○ ダムカード 有

○ 管理事務所　 〒018-0903　由利本荘市小栗山字岩船　TEL0184-67-2767

ダムカード

由利管内の

ダム位置

大内ダム管理棟

○ 目的 ＦＮＷＰ

○ ダム形式 台形ＣＳＧダム

○ 集水面積 83.9km2

○ ダム高 81.0m

○ 堤頂長 365m

○ 堤体積 133.1万m3

○ 総貯水容量 4,680万m3

○ ダムの位置 由利本荘市鳥海町百宅地内

※ダム諸元については今後変わる可能性が有ります

大内ダム

鳥海ダム（建設予定地）

大内ダムカレー
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7 港湾事業概要

本荘港について

利用状況

【入港船舶年次比較（トン数・隻数）】 【出入貨物年次比較（トン数）】

本荘マリーナ

位置 由利本荘市石脇字田尻35番地

面積 陸域面積2.8ha、水域面積5.1ha

施設 管理棟、係留桟橋、ビジター桟橋

サービス桟橋、係船杭、ボートヤード

ディンギーヤード、揚降施設、無線施設、給水施設

区画数等 保管艇数（海上49、陸上114）駐車場206

（港湾統計2020/港湾空港課）

　本荘港は、一級河川子吉川の河口部
に位置し、古くから本荘由利地域の物
資流通拠点として発展してきました。
昭和２８年（１９５３年）に地方港湾
の指定を受けて、本格的な港湾整備が
進められてきました。
　また、海洋性レクリエーション基地
として利用され、昭和５９年（１９８
４年）に県内初のマリーナである『本
荘マリーナ』が誕生しマリーナ海浜公
園、海水浴場とともに多くの利用者で
賑わいを見せています。平成１２年
（２０００年）には「シーサイドオー
トビレッジ整備事業」によりオート
キャンプ場も整備されました。
 さらに、近年は、秋田県沖における洋
上風力発電の開発に注目が集まってお
り、本港周辺においては、令和３年
に、発電事業者が決定し、その風力発
電所のメンテナンス拠点としての活用
が見込まれるなど、レクリエーション
以外の役割も期待されています。
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8 街路事業概要

都市計画道路　停車場栄町線

３・４・４号　停車場栄町線【（一）羽後本荘停車場線】

由利本荘市裏尾崎町

秋田県

Ｌ＝３８９ｍ

Ｗ＝１８ｍ

平成２５年度～

約３５億円

事 業 期 間 ：

総 事 業 費 ：

　都市計画道路停車場栄町線は、ＪＲ羽後本荘駅を起点とし、国道１０５号に至る全長１，４５
０mの都市内幹線道路です。
　沿線には、市役所や文化交流施設「カダーレ」等の公共施設、銀行や郵便局、さらに飲食店な
どの商業施設が立地しており、中心市街地の骨格を形成する重要な路線です。
　また、秋田県地域防災計画で第二次緊急輸送道路に指定されており、防災上も重要な路線と位
置づけされています。
　現在事業中の区間は、前後区間が整備済のためボトルネックの形となっており、中心市街地の
円滑な交通に支障を来たすとともに、歩道がなく道路脇には電柱が立っているため、小中学校の
通学路としての安全の確保が非常に困難でした。
　このため、現道を拡幅し無電柱化を進めるとともに、地元町内会等から組織される「まちづく
り協議会」によるまちづくり計画に基づき、街路の整備に合わせ、沿線商店街の景観形成を一体
的に進めています。

令和４年８月時点状況写真

路 線 名 ：

位 置 ：

事 業 主 体 ：

計 画 延 長 ：

計 画 幅 員 ：

車両通行の様子

通学の様子

本荘

合同庁舎

市役所

市文化交流施設

カダーレ

尾崎小学校

至秋田市
事業区間
Ｌ＝389ｍ

ＪＲ羽後本荘駅

至にかほ市

←子吉川

由利本荘市

土地区画整理

事業区域

至大仙市

至横手市

鶴舞小学校

本荘南中学校

本荘高校

凡例

事業区間

通学路

緊急輸送道路

都市計画道路 停車場栄町線

Ｌ＝1,920ｍ

整備経緯概要図

L=458m　市　区画整理事業　S47-S62

L=389m　県　街路事業　H25-R5

L=233m　市　区画整理事業　H9-H24

L=112m　県　街路事業　H11-H19

L=534m　県　道路事業

駅

◎

L=1,726m

ｶﾀﾞｰﾚ
市役所
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9 建築関係業務

建築関係業務

建築基準法に基づく建築確認等

建築士法に関すること

あきた安全安心住まい推進事業

宅地建物取引業法に関すること

建設リサイクル法に関すること

県営住宅の管理業務に関すること

1 梵天 4棟 50戸

2 高森 8棟 20戸

　安全・安心な建築物や良好な住環境を確保するため、また県民が秋田に暮らしてよかったと
実感することができる住生活の実現への取組として、各建築関係の法律に基づく確認や立入調
査、リフォーム工事の補助金申請等を行っています。
　由利管内の建築関係業務は、秋田建設部職員が兼務して行っています。

　建物を建築する時、工事が完了した時、使用している時に建築物の安全、防火、衛生等に関
し、建築基準法に適合しているか確認、検査を行っています。
　また、パトロールも行い、無確認建築物の解消と違反建築物の防止を指導しています。

　秋田県では予算の範囲内において、耐震性能の向上に寄与する自宅のリフォーム工事を行っ
た方や、リフォーム、増改築を行う子育て世帯や秋田県外からの移住・定住世帯に対して補助
金を交付しており、その申請の受付等を行っています。

　宅地建物取引業者の免許申請、宅地建物取引士の登録など宅地建物取引業に関する申請の受
付や相談を行っています。また、宅地建物取引業者の事務所の立入調査も実施して業務が適切
に行われているか確認をしています。

　建築士事務所の立入調査等を行い、業務が適切に行われているか確認をしています。

　建築リサイクル法に基づく建築物解体の届出等について、受付や審査を行っています。

　県営住宅（梵天・高森）について、入居募集等の管理業務を行っています。

由利本荘市東梵天

にかほ市金浦字高森
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10 災害復旧事業概要

災害復旧事業

【災害復旧事業の流れ】

【過去３年の由利管内における災害件数及び決定金額】

　豪雨や台風など異常な天然現象（災害）により、自治体が管理する道路や河川などの公共土
木施設が被災した際、一定の採択基準を満すことで「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担
法」による国の補助事業に申請することができます。
　事業の採択にあたっては、被災した現地等で災害査定官（国交省）及び立会官（財務省）に
よる災害査定が行われ、施設を管理する自治体を含めた３者合意に基づき工事費や工法等がそ
の場で決定されます（金額等一部条件により保留される場合があります）
　通常の道路建設などの公共工事が計画から完成まで早くても３年～５年程度かかるところ、
災害復旧工事の場合、災害発生から１年～３年以内での完成を目指します。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

→ → → → → → →

災
害
査
定

査
定
決
定

復
旧
工
事

完
成

災
害
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現
地
調
査

災
害
報
告

国
庫
負
担
申
請

概ね1年～3年
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11 用地・管理業務

用地業務

公共用財産の管理業務

【管理業務の主な内容】

○ 公共用財産と私有地との境界確認

○ 公共用財産の占用や使用の許認可

○ 屋外広告物の設置の許認可

○ 砂利採取計画の許認可

○ 各行為が規制されている区域での許認可

○ 特殊車両通行の許認可

　道路や河川等の公共工事に必要となる土地（用地）を取得する業務です。用地上に家屋等の
建造物がある場合は、その建造物についても補償します。
　工事が行われるまでの一般的な流れは次のとおりです。

　道路や河川等は、皆さんが共同で利用する財産（公共用財産）となりますので、個人が許可
無く利用することのないよう、各種法令に則り許認可行為を通し適切に管理しています。
　また、砂防関係危険箇所の指定区域については、不適切な利用により土砂災害を誘発しない
よう、土地における禁止行為や制限行為を定め適切に管理しています。

砂利採取法に基づき、砂利採取業の登録及び砂利採取計画の許認可事務を行っています。

海岸保全区域、港湾区域、砂防関係区域等、制限のある区域における許認可事務を行っ
ています。

道路法に基づき、一定の大きさや重さを超える車両について道路通行の許認可事務を
行っています。

道路等の土地と民間の土地の境界を確認します。

道路等に電柱や下水管等の建造物を設置する場合の道路占用や、工事や各種作業・イベ
ント等の一時的な道路使用等について、許認可事務を行っています。

県条例に基づき、良好な景観形成、風致維持、公衆に対する危害を防止する目的のた
め、屋外広告物の設置等について規制を行っています。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

→ → → → → → → → → →
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12 建設業の担い手確保育成

取組の背景・目的・内容

【現場見学会等の実施】

　由利中学校　R4.9.7／参加者26名

　見学場所：子吉川　二十六木地区河道掘削

【先進技術体験会（ナローマルチビーム深浅測量・ドローン体験）の実施】

　西目高校　R4.9.16／参加者34名

【出前講座の実施】

　由利工業高校　R5.2.17／参加者27名

【その他　H29～】 　

　・土木構造物の魅力をPRする目的で県内の橋を紹介する橋マップと橋カードを制作・配布

　・未来の担い手に贈る・建設産業ハンドブックの制作※（一社）由利建設業協会と共同制作

　県の人口減少問題と相まって、建設業界においても建設労働者の高齢化と新規入職者の減少
による次世代の担い手不足が顕在化・深刻化し、地域の建設業界の存続が危惧されています。
　秋田県では、担い手確保・育成を推進するワンストップ機関として、平成２９年９月に全国
で初めてとなる「建設産業担い手育成センター」を建設部建設政策課に設置し、専門の推進員
を常勤させ、建設業の広報や高校生とのマッチング、女性活躍事業の推進及び人材育成に取り
組んでいます。
　由利地域においても建設業の担い手確保・育成問題に対し、（一社）由利建設業協会と共同
で地域の建設系学科を備える高校生や、中学生に対し、現場見学等のプロモーションを、継続
的に取り組んでいます。

　ICT技術を活用した現場見学として、重機や
ミニドローンの操作体験、レーザードローン測
量の技術体験等をしてもらい、建設業の役割な
どを学ぶ見学会を開催した。

　(株)石川技研コンサルタントと共催で、先進
技術であるナローマルチビームを用いた深浅測
量や3次元レーザー測量の体験のほか、ドロー
ンの操縦体験会を開催した。

　（一社）由利建設業協会と共催で、出前講座
を実施した。実際に携わる立場から仕事説明、
レゴブロックを用いたCIMイメージ体験等を通
じ、建設業の魅力をPRした。また、OBや若手技
術者との意見交換を行った。
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13 県民との協働事業

由利地域アダプト・プログラム

【参加団体一覧】

【アダプトプログラムによる道路サポート率】 令和５年６月末時点

写真左から
 3 長田建設
 7 山科建設
12 三浦組萬会

道路法（第三条の種類）による
道路のみ集計。

　アダプトとは「○○を養子にする」という意味であり、自治体が管理する公共施設を養子に
見立てて社会貢献に意欲・関心を持つ企業や団体が里親となり、定期的に維持管理や環境美化
活動をしてもらう取組です。
　由利地域アダプト・プログラムは、「管内に拠点を置く企業や団体」「県が管理する公共施
設の一定区間について環境美化活動や維持管理活動を無償で実施する事」の２点を参加基準と
し、地域の方々と行政が協働で公共施設の維持管理等をすることで、地域の道路や河川への愛
着を深めるとともに、住みやすい街づくりへ気軽に参加することを目的としています。

令和５年６月末時点

単位:ｋｍ

路線名 県管理延長 ｻﾎﾟｰﾄ延長 ｻﾎﾟｰﾄ率

国道（指定区間外） 138.365 49.73 35.9%

主要地方道 215.039 66.029 30.7%

一般県道 114.302 38.63 33.8%

合計 467.706 154.39 33.0%

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

由利本荘地区 交通安全協会川内支部 佐藤　文範 R4.3.23 国道108号 矢ノ本バイパス

菊地建設株式会社 橋本　聡 H30.9.11
旧大内町のR105、秋田雄和本荘
線、本荘岩城線、横手大森大内線

合同会社マイン 佐藤　定樹 R4.6.22
国道108号－(主)十文字羽後鳥海線
交差点部

株式会社大沼組 大沼　武彦 H30.3.23 R107（旧東由利町）（5と重複）

株式会社三浦組　萬会 須田　厚 H30.4.5
R108子吉埋田1号線踏切～R108県道
43号交差点BOX通過地点

高橋秋和建設株式会社 堀江　拓成 H30.2.26 冬師西目線沿線

齋藤建設株式会社 齋藤　朝昭 H30.3.23 上郷仁賀保線～象潟矢島線

山科建設株式会社 山科　優 H30.2.20 R108号　曲り渕交差点付近

菊地工業株式会社 菊地　裕 H30.2.20 西滝沢館線　会社前～線路付近

株式会社小松組 小松　明 H30.2.19 旧東由利町一円の道路及び河川

株式会社三浦組（西目） 今野　恵一 H30.2.19
本荘西目線　西目土地改良事務所
～西目小学校校門前歩道

長田建設株式会社 長田　史郎 H29.8.22
臨港道路田尻1～3号線（本荘マ
リーナ）

株式会社香楽園 鈴木　和男 H29.8.22
R108二番堰交差点～450m間（２と
重複）

森建設工業株式会社 森　純 H24.6.22 上郷仁賀保線ほか2路線

大ノ道町内会 畠山　秋信 H29.4.17 R107二番堰交差点花壇

団体・企業名 代表者名 認定日 対象区間
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13 県民との協働事業

道路ふれあい・ふれあいの川美化事業

【令和４年度の取組】

一般県道　南由利原鮎川線 一級河川　芋川

【ふれあい美化活動推移】

　地域住民が自分たちの住むまちを美しくするために行う「草刈り作業」を、県と地域住民が
対等なパートナーシップを組んで積極的に推進することを目的として、県が管理する道路・河
川の草刈りを自治会等に有償で業務委託する制度です。
　各団体からの「草刈り作業実施申出書」により、自治会等と県が委託契約を結びます。委託
面積は１，０００ｍ2以上が対象となり、面積に応じ単価が定められています。

実施
範囲

委託内容 R2 R3 R4

委託件数 30 31 33 1件の上限100万円

委託金額（千円） 5,558 6050 6683

面積（ha） 10.96 11.6 12.2

委託件数 89 87 88 1件の上限100万円

委託金額（千円） 28,027 27,906 28,625

面積（ha） 125.31 122.09 119.98

委託件数 119 118 121

委託金額（千円） 33,585 33,956 35,308

面積（ha） 136.27 133.69 132.18

備考

道
路

河
川

合
計
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14 高速道路

秋田県の高規格幹線道路の概要

【2023秋田県の高速道路／道路課】

秋田県内の高規格幹線道路網図

【2023秋田県の高速道路／道路課】

路　線　名
［ 営 業 名 ］

東北縦貫自動車道(弘前線)

[東北自動車道]

東北横断自動車道（釜石秋田線）

[秋田自動車道]

日本海沿岸東北自動車道

[日本海東北自動車道][秋田自動車道]

東北中央自動車道

[湯沢横手道路]

12%

21%

8%

９８．５km

約　１８４ km

３７．６km

　約　３６２ km秋田県合計

２０．９km

２９．７km

３０．５km

９８．５km

１６１．５km

２９．７km

３３１．５km

100%

100%

88%

79%

92%

計画延長 未着手供用延長

４１．８km ４１．８km

事業中

由利管内では「日本海沿岸東北自動車道（日沿道）」で整備が進められており、現在、象潟

ＩＣ～山形県の遊佐鳥海ＩＣ間の延長17.9kmが事業中となっています。

(仮)小砂川ＩＣ～象潟ＩＣ間はＲ７年、遊佐鳥海ＩＣ～(仮)小砂川ＩＣ間はＲ８年の開通予

定となっています。

高速道路　４車線供用中（有料区間）

　　　　　２車線供用中（有料区間）

　　　　　２車線供用中（無料区間）

　　　　　事業中

自動車専用道路　供用中

凡　　　　　　例

〃

〃

〃

フルインター・

ジャンクション

ハーフインター

イン

ター

形式
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15 道の駅

管内の道の駅

　県内には道の駅が３３駅あり、うち由利地域には６駅設置されています。

番号 駅名 所在地 設置路線 登録年月日 供用年月日 主な整備施設 土地所有者

① にしめ 由利本荘市 国道7号 1995年4月11日 1995年9月13日 温泉保養施設
国土交通省
由利本荘市

② 東由利
ひがしゆり 由利本荘市 国道107号 1996年4月16日 1995年11月1日 温泉保養施設

秋田県
由利本荘市

③ 象潟
きさかた にかほ市 国道7号 1997年4月11日 1998年3月26日 温泉保養施設・足湯

国土交通省
にかほ市

④ 岩城
いわき 由利本荘市 国道7号 1999年8月27日 2000年7月2日

温泉保養施設・オー
トキャンプ場

国土交通省
由利本荘市

⑤ おおうち 由利本荘市 国道105号 2000年8月18日 2000年12月22日 温泉保養施設
秋田県

由利本荘市

⑥ 清水
しみず

の里
さと

・鳥海郷
ちょうかいごう 由利本荘市 国道108号 2004年8月9日 2004年9月3日 国土交通省

①

②

③

④

⑤

⑥

【道の駅DB／道路課】
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16 管内の歴史的土木構造物

古くからある土木構造物

秋田県砂防事業発祥の地　奈曽川砂防施設群（にかほ市上郷）

上郷温水路群（にかほ市上郷）

由利海岸波除け石垣（にかほ市芹田）

　"土木"の役割は、将来にわたり持続的に人の暮らしを安全かつ快適にすることで、作られた構造物は
決して目立つものではありませんが、構造物の中ではその造形の美しさや、歴史的背景等によって、
人々の興味を強く惹きつける物も有ります。
　由利地域においても、古くから人々の暮らしに寄り添いながらも、そっと活躍してきた歴史のある土
木構造物が沢山あります。

　鳥海山の融雪水は水温が著しく低いため、稲作に
は適さず例年冷水温障害による減収を来していまし
たが、昭和の初め頃、取水口上流の発電所計画によ
り得た補償金により、水温上昇を図る施設として建
設されました。
　施工監督には当温水路の提案者で当時の長岡集落
の理事者である佐々木順次郎氏が努めました。氏は
温水路を研究していたわけではありませんでした
が、従来の経験により当工法を提案したようです。
　昭和2年（1927年）完成。県内初の土木学会選奨土
木遺産(2003）、疏水百選。

　江戸時代に本荘藩の助成により築造されたもので、当時の
本荘藩二万石にちなみ「万石堤」とよばれてきました。
　築造の目的は、海岸の保存及び波浪や強風による塩害から
農地等を守るとともに、北国街道の決壊防止と風波を防ぐこ
とを目的としている「由利南部海岸絵図（県指定文化財）」
にも描かれています。
　自然石積み上げ。表面にはφ30cm～50cm前後の石を用い、
中には小割石や砂利を詰めており、随所に水抜きも有りま
す。
　正確な築造年代は不明ですが、天明2年（1782年）の修理願
口上の写しが現存していることから、それ以前の築造である
ことが推定できます。国指定文化財（史跡）

　鳥海山（標高2,236ｍ）の西側に位置する稲倉岳（標高1,554m）を源流とする
奈曽川は、延長12ｋｍほどの小河川で、源流部と河口との標高差が1100ｍを超
える急流河川です。昔から大雨の都度、流域集落へ頻繁に土石流災害をもたら
してきた為、暴れ川と呼ばれていました。
　昭和8年（1933年）の深刻な経済恐慌による農村の貧困救済を目的とした時局
匡救事業により、秋田県初の砂防事業として、砂防ダム工事に着手しました。
当時は、セメント袋の運搬も牛や人肩で行われるなど、大変な重労働でした
が、作業にあたる地元民にとっては、現金収入の魅力もさることながら、なに
よりも土石流災害から自分たちの生命や暮らしている土地を守るという工事で
あったために、皆真剣に取り組み労を惜しまなかったそうです。
　奈曽川の砂防事業にちなみ永く伝わる「砂防工事の唄」があります。
　♪相棒になって呉れ永くは要らぬ　砂防工事の出来るまで♪
　♪川で結んだ二人の恋は　清く流れて深瀬なし♪（作者不明）
　男女の恋にまつわる歌詞も入っており、砂防工事で一緒に働いたことをきっ
かけに、結ばれた男女も少なくなかった事が唄われています。
　その後奈曽川には、数多くの砂防施設が設置され、土石流災害に悩まされて
いた本郷地区には現在「奈曽川河川公園」が整備されています。かつての暴れ
川も今では水に親しむ場となり、公園内には砂防事業に携わった先人の遺業を
後世に伝えようと、「砂防工事の唄」の銘板と共に「奈曽川砂防事業記念モ
ニュメント」が建立されています。（参考文献：秋田県土木史、象潟町史）

（上）S8着手砂防堰堤

（下左）奈曽渓谷（下

右）記念ﾓﾆｭﾒﾝﾄ
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「未来へ伝えたい秋田のインフラ５０選」について
　私たちの生活や、産業活動は、ダム、橋、トンネル、建築物など、多くの社会基盤施設（インフラ
※）に支えられています。本県では、こうした施設の魅力を紹介するため、これまでに建設された県内
のインフラの中から「未来へ伝えたい秋田のインフラ５０選」を選定しました。
　※インフラ：インフラストラクチャー（infrastructure）の略
　また、選定されたインフラ資産の魅力を広くＰＲするため、施設の概要やマップ情報を盛り込んだ
リーフレットを作成しました。由利地域にある歴史的構造物も含まれています。それぞれの施設の概要
や歴史・魅力を学びながら、インフラの果たす役割の重要性を感じていただければと思います。
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[由利地域振興局建設部業務概要2023/令和5年7月]  

秋田県由利地域振興局

建設部
〒015-8515　秋田県由利本荘市水林366
TEL 0184-22-5436 FAX 0184-22-5493
Email　yurikensetsubu@pref.akita.lg.jp


